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【投資者に対する注意事項】

１．TOKYO PRO Marketは、特定投資家等を対象とした市場であり、その上場会社は、高い投資リスクを含んでいる

場合があります。投資者は、TOKYO PRO Marketの上場会社に適用される上場適格性要件及び適時開示基準並びに

市場価格の変動に関するリスクに留意し、自らの責任で投資を行う必要があります。また、投資者は、発行者情

報により公表された情報を慎重に検討した上で投資判断を行う必要があります。特に、「第一部　第３　４【事

業等のリスク】」において公表された情報を慎重に検討する必要があります。

２．発行者情報を公表した発行者のその公表の時における役員（金融商品取引法（以下「法」という。）第21条第

１項第１号に規定する役員（取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又はこれらに準ずる者）をいう。）は、

発行者情報のうちに重要な事項について虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせ

ないために必要な重要な事実に関する情報が欠けていたときは、法第27条の34において準用する法第22条の規定

に基づき、当該有価証券を取得した者に対し、情報が虚偽であり又は欠けていることにより生じた損害を賠償す

る責任を負います。ただし、当該有価証券を取得した者がその取得の申込みの際に、情報が虚偽であり、又は欠

けていることを知っていたときは、この限りではありません。また、当該役員は、情報が虚偽であり又は欠けて

いることを知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかったことを証明したときは、

上記賠償責任を負いません。

３．TOKYO PRO Marketにおける取引所規則の枠組みは、基本的な部分において日本の一般的な取引所金融商品市場

に適用される取引所規則の枠組みと異なっています。すなわち、TOKYO PRO Marketにおいては、J-Adviserが重

要な役割を担います。TOKYO PRO Marketの上場会社は、特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例（以

下「特例」という。）に従って、各上場会社のために行動するJ-Adviserを選任する必要があります。J-Adviser

の役割には、上場適格性要件に関する助言及び指導、並びに上場申請手続のマネジメントが含まれます。これら

の点について、投資者は、東京証券取引所のホームページ等に掲げられるTOKYO PRO Marketの諸規則に留意する

必要があります。

４．東京証券取引所は、発行者情報の内容（発行者情報に虚偽の情報があるか否か、又は公表すべき事項若しくは

誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けているか否かという点を含みますが、これらに

限られません。）について、何らの表明又は保証等をしておらず、前記賠償責任その他の一切の責任を負いませ

ん。



第一部【企業情報】

第１【本国における法制等の概要】
　該当事項はありません。
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回次 第59期 第60期 第61期

決算年月 2023年９月 2024年９月 2025年９月

売上高 （千円） 1,057,349 933,015 987,658

経常利益又は経常損失（△） （千円） 902 △65,617 26,764

当期純利益又は当期純損失（△） （千円） 34,133 △97,031 29,865

純資産額 （千円） 714,223 617,192 647,057

総資産額 （千円） 932,618 853,216 913,811

１株当たり純資産額 （円） 776.32 670.86 703.32

１株当たり配当額
（円）

－ － －

（うち１株当たり中間配当額） (－) (－) (－)

１株当たり当期純利益又は

１株当たり当期純損失（△）
（円） 37.10 △105.46 32.46

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益
（円） － － －

自己資本比率 （％） 76.6 72.3 70.8

自己資本利益率 （％） 4.9 △14.6 4.7

株価収益率 （倍） 19.03 － 21.75

配当性向 （％） － － －

営業活動によるキャッシュ・フロー （千円） 29,707 △55,172 56,046

投資活動によるキャッシュ・フロー （千円） 28,214 △66,601 △8,465

財務活動によるキャッシュ・フロー （千円） △42,000 15,500 －

現金及び現金同等物の期末残高 （千円） 290,776 188,026 244,822

従業員数
（名）

80 73 68

〔外、平均臨時雇用人員〕 〔12〕 〔13〕 〔13〕

第２【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

（注）１．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については掲載

　　　　　しておりません。

２．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、又、第60期は１株当たり当期

純損失を計上しているため、記載しておりません。

４．第60期の株価収益率については、１株当たり当期純損失を計上しているため、記載しておりません。

５．１株当たり配当額及び配当性向については、配当を行っていないため記載しておりません。

６．従業員数は就業人員数であり、臨時雇用者数は年間の平均人員を〔　〕外数で記載しております。

７．2023年１月31日付で普通株式１株につき20株の株式分割を行いましたが、第59期の期首に当該株式分割が行わ

れたと仮定して、１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失（△）を算定して

おります。
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年月 沿革

1958年４月 東京都品川区旗の台にて若林製作所を創業

1964年５月 長野県東筑摩郡麻績村に麻績工場を建設

1964年11月 株式会社ワカ製作所　設立　資本金700千円

1973年４月 長野県東筑摩郡明科町大字中川手に松本旧工場を建設

1981年12月 東京都品川区旗の台に本社事務所を建設

1982年10月 増資により資本金23,000千円となる

1990年４月 長野県東筑摩郡明科町明科七貴に松本現工場を建設

1995年10月 長野県東筑摩郡麻績村に麻績新工場棟を建設

1996年９月 ミリ波同軸コネクタ　Ｖバンド・Ｋバンド量産開始

1998年３月 東京都新宿区南町に本社事務所を移転

2000年４月 ミリ波同軸コネクタ　１mm Ｗバンド量産開始

2013年３月 同軸コネクタでＪＡＸＡの認定を取得

2016年５月 東京都新宿区西新宿に本社事務所を移転

2018年３月 大阪府大阪市淀川区に関西営業所を開設

2019年12月 長野県安曇野市明科中川手の松本旧工場を売却

2023年４月 関西営業所を西日本支店に改組

2023年６月 東京証券取引所 TOKYO PRO Market へ上場

2023年11月 長野県安曇野市穂高柏原に松本工場を移転

２【沿革】
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３【事業の内容】

　当社の事業は電子部品製造販売事業の単一セグメントであり、セグメント別の記載は省略しておりますが、製品の

用途ごとに、高周波事業、再生可能エネルギー事業、その他の事業（デジタルインターフェース・機械加工）で構成

されております。

(1）高周波事業

　高周波事業では、最高145GHzまでの高周波対応同軸コネクタ・ケーブル・アダプタや、アンテナ、フェーズシフ

タ（※１）、アッテネータ（※２）、ターミネータ（※３）等の同軸高周波コンポーネント、同軸導波管変換器

（※４）などの導波管コンポーネント等を開発・製造しております。

　これらの高周波部品は、無線通信機器や電子計測機器、光伝送装置、半導体製造装置、人工衛星、レーダー、医

療機器、ＩｏＴ機器等に使用され、高周波の電気信号や電波を伝送する部品であるため低損失・低反射の高精度部

品であることが求められます。

　また、同軸インターフェースを備えたアンプやフィルタ、アップ／ダウンコンバータ（※５）などのＲＦモジュ

ール（※６）を各種ラインナップしており、これらを組み合わせることでお客様にて通信システム等の各種評価及

び実験用の回路を構築できる他、これらを応用した高周波回路システムの設計・製造も行っており、次世代の高速

通信システムの研究開発に貢献しております。

　当社の磨き上げられた高度な設計技術、超精密加工技術及び卓越した組立加工技術により作り出される優れた高

周波特性の高精度な製品は、とりわけミリ波帯（30GHz以上）において他社差別化を実現しております。

　また人工衛星搭載用同軸コネクタの分野においては、ＪＡＸＡ（宇宙航空研究開発機構）認定を取得しており、

高い品質と信頼性を誇ります。

　当社は「Beyond 5G/6G」に向けて、さらに高品質で高精度な高周波伝送路の開発に取り組んでおり、常に時代の

先を行く先進技術開発に挑み続けています。

(2）再生可能エネルギー事業

　再生可能エネルギー事業では、軽量で大容量が特徴であるリチウムイオン電池用高効率ソーラー充電モジュール

の開発・製造をしております。

　当社開発のソーラー充電モジュールは、ＭＰＰＴ制御（※７）による高効率充電、特定小電力無線に影響を与え

ないローノイズ性能等を特長としており、非常用電源装置、ソーラーＬＥＤ街灯、水位計、工事用表示機等に使用

されています。

　また、ソーラーパネル、バッテリーを組み合わせた電源システム全体のソリューションの提案も行っておりま

す。
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(3）その他の事業

機械加工事業・デジタルインターフェース事業

　機械加工事業では、松本工場において、治工具、金型、省力化機器の設計製作を幅広く行っております。当社

は、切削加工、樹脂射出成形加工等の部品製作から、電子回路設計、機械設計から部品加工、基板実装、組立まで

一貫体制をとっております。

　デジタルインターフェース事業では、当社の機構設計技術と材料加工ノウハウを活かし、マシンビジョンカメラ

や画像検査装置、監視カメラ、リモートカメラなど、画像信号等の高速伝送用各種インターフェースコネクタ・ケ

ーブル、コンポーネント、アッセンブリ品の開発・製造をしております。

※１　フェーズシフタ：移相器または位相調整器。電気長を変化させて信号の位相を調整する機器。

※２　アッテネータ：減衰器。抵抗によって信号を適切な信号レベルに減衰させるための部品。

※３　ターミネータ：終端器。機器の空きポートやケーブル端に接続して反射を防ぐ部品。

※４　同軸導波管変換器：同軸線路と導波管線路のアダプター。導波管とは金属の管の中を電波が伝送する伝送線

路。

※５　アップ／ダウンコンバータ：周波数変換器。周波数ミキサーを用いて信号の周波数を変換する機器。

※６　ＲＦモジュール：ＲＦ：Radio Frequency。無線通信回路を構成するアンプやフィルタなどの機能をモジュ

ール化した部品。

※７　ＭＰＰＴ制御：最大電力点追従制御。変化し続ける日照条件下でもソーラーパネルから得られる電力を最大

限引き出すように常に監視しコントロールし続ける制御方式。
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　当社の事業系統図は以下のとおりです。

４【関係会社の状況】

　該当事項はありません。

2025年９月30日現在

従業員数（名） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円）

68〔13〕 50.67 13.75 4,030

５【従業員の状況】

(1）発行者の状況

　（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、年間の平均人員を〔　〕外数で記載しております。

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

３．平均年間給与には、臨時従業員の給与は含まれておりません。

４．当社は電子部品製造販売事業の単一セグメントのため、セグメント別の記載は省略しております。

(2）労働組合の状況

　労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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第３【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1）業績

　当事業年度のわが国経済は、設備投資が緩やかに持ち直しており、景気は緩やかに回復しています。電子機器な

らびに電子部品・デバイス関連製造業においては、生成AIの普及拡大に関連する需要の増加等はみられるものの、

自動車やPC・スマートフォンなど従来用途は伸び悩んでおり、景況感は一進一退の状況となっております。

　海外経済においては、米国では景気の拡大が緩やかとなる中、関税率引上げに伴う駆け込み需要の反動の影響や

不透明感がみられます。景気の先行きは通商政策が物価や消費等に与える影響から、その勢いが更に弱まる可能性

があります。また、高い金利水準の継続に伴う影響による下振れリスク、今後の通商政策など政策動向による影響

に留意する必要があります。

　このような状況のもと、当社は、当社製・商品が使用される半導体分野及び情報通信分野の高度化する市場ニー

ズへの対応を目指し、高周波対応同軸コネクタ・ケーブル等の開発・製造体制の強化を推進して参りました。

　半導体分野においては、生成AI活用拡大に伴う需要増加や中国における設備投資継続により半導体製造装置の市

場は回復に向かっているものの、足元で半導体メーカーによる設備投資計画の調整が見受けられ、本格的な部品需

要回復には至っておりません。

　情報通信分野においては、前期から引き続き５G開発市場の動向は不安定であり、５Gミリ波サービスの展開は依

然として限定的なものに留まっております。自動車分野やローカル５Gなどの５G利活用の領域における各種実証実

験、次世代の通信規格である６Gに向けた研究開発、生成AIの普及拡大によるデータ・トラフィックの急増に対応

するネットワークの更なる高度化技術開発、人工衛星を利用した地球観測や通信事業の展開、さらにはオール光化

を目指すIOWNの研究開発等が進められているものの、当社製・商品を含む高周波関連部品への需要回復は低水準に

留まっております。

　半導体関連市場向け、通信機器及び通信計測市場向けの部品需要回復は依然低水準に留まっているものの、一部

の高付加価値製品に需要の回復が見られ、また、工賃・原材料価格上昇等を踏まえた製品価格見直しを進めた結

果、当事業年度の売上高は987百万円（前年同期比5.9%増）、営業利益は24百万円（前事業年度は営業損失77百万

円）、経常利益は26百万円（前事業年度は経常損失65百万円）、当期純利益は29百万円（前事業年度は当期純損失

97百万円）となりました。

　なお、当社は、「電子部品製造販売事業」の単一セグメントのため、セグメント別の記載は省略しております。

(2）キャッシュ・フローの状況

　当事業年度末における現金及び現金同等物の期末残高は、前事業年度末と比べ56百万円増加し、244百万円となり

ました。

　また、当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローは、56百万円の収入（前年同期は55百万円の支出）となりました。これは、税

引前当期純利益26百万円、減価償却費33百万円、売上債権の増加額35百万円、賞与引当金の増加額12百万円が主な要

因です。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動によるキャッシュ・フローは、８百万円の支出（前年同期は66百万円の支出）となりました。これは、有

形固定資産の取得による支出７百万円が主な要因です。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュ・フローは、ありませんでした（前年同期は15百万円の収入）。
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セグメントの名称 生産高（千円） 前年同期比（％）

電子部品製造販売事業 423,022 98.9

セグメントの名称 受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％）

電子部品製造販売事業 1,023,342 112.2 146,228 87.0

セグメントの名称 販売高（千円） 前年同期比（％）

電子部品製造販売事業 987,658 105.9

相手先

前事業年度
（自　2023年10月１日

至　2024年９月30日）

当事業年度
（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

販売高（千円） 割合（％） 販売高（千円） 割合（％）

岡本無線電機株式会社 206,832 22.2 195,222 19.8

アンリツ株式会社 100,020 10.7 － －

２【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当事業年度における生産実績は、次のとおりであります。なお、当社は電子部品製造販売事業のみの単一セグメ

ントであります。

　（注）　金額は製造費用によっております。

(2）受注実績

　当事業年度における受注実績は、次のとおりであります。なお、当社は電子部品製造販売事業のみの単一セグメ

ントであります。

　（注）　金額は、受注価格によっております。

(3）販売実績

　当事業年度における販売実績は、次のとおりであります。

　（注）　最近２事業年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであり

ます。

（注）当事業年度におけるアンリツ株式会社の販売実績は総販売実績に対する割合が10%未満のため記載を省略しており

ます。

３【対処すべき課題】

　当社が対処すべき主な課題は以下のとおりです。

(1）継続的な技術力強化

　今後も通信の高速・大容量化、無線通信の利用拡大が進むことが見込まれる中で、最先端技術の市場が求める優

れた高周波特性の製品を提供し続けるために、高周波伝送路の技術開発力の強化に継続的に取り組んでまいりま

す。また、顧客へ提供する付加価値の向上に向けて、高品質な高周波伝送路技術を軸に技術領域の拡大に努めてま

いります。

(2）生産性の向上

　当社の主力事業である高周波事業は多品種少量生産への対応力を特色としておりますが、自動化・機械化への取

り組み、情報技術の活用を通じて生産性を向上させることにより、さらなる高付加価値化を推進してまいります。

(3）優秀な人材の確保

　当社は、平均年齢が50歳を超えており、持続的な成長を実現するためには若く優秀な人材の確保が必須と考えて

おります。営業・技術・製造・管理部門全ての分野で優秀な人材の確保に努めるとともに、人材の成長を促進して

企業の持続的成長を目指してまいります。

(4）内部管理体制の強化
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　当社は持続的な成長を実現できる確かな経営基盤を確立するために業務運営管理やリスク管理、コンプライアン

ス体制をはじめとする内部管理体制の強化に努めてまいります。各部門の内部管理体制の整備と適切な運用を推進

し、内部統制の実効性を高めるとともに、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでまいります。

４【事業等のリスク】

　当社の事業及び業績に重要な影響を与える可能性がある事項を記載しております。また、必ずしもそのようなリス

ク要因に該当しない事項につきましても、重要であると考えられる事項につきましては、積極的な情報開示の観点か

ら以下に示しております。当社は、これらのリスク発生の可能性を十分に認識したうえで、その発生の回避及び発生

した場合の対応に努める方針でありますが、本書の利用にあたりましては、本項の記載事項をご精読いただき、十分

にご理解いただきたくお願い申し上げます。

　なお、文中の将来に関する事項は、本発行者情報公表日現在において当社が判断したものであり、将来において発

生の可能性があるすべてのリスクを網羅するものではありません。

(1）経済動向の変化に関するリスク

　経済や市場状況の変化、技術革新などの外的な要因は、当社が展開する事業の収益に影響を及ぼし、財政状態及

び経営成績に大きな変動をもたらす可能性があります。

(2）特定市場への依存に関するリスク

　当社の主たる事業領域である高周波事業は、変動の激しいエレクトロニクス業界の需要動向に左右されます。Ｉ

ｏＴ、無線通信、マイクロ波応用等、近縁市場への事業拡大を図り、需要の変動に対応可能な体制の構築に取り組

んでおりますが、現状では特に通信業界及び半導体業界への依存度が高く、その市場動向によって当社の業績が影

響を受ける可能性があります。

(3）大口顧客からの受注動向に関するリスク

　当社は、新規顧客及び量産案件の獲得、海外販売の拡大等に取り組んでおりますが、現状では国内大口顧客上位

２社への売上が全売上の３割弱を占めており、その受注量に影響を受ける可能性があります。

(4）製品の需要変動に関するリスク

　当社は、受注生産の徹底による在庫の適正化、生産性の向上や業務の効率化・合理化に取り組んでおりますが、

当社の主たる事業領域である高周波事業では、顧客の部品先行手配で実体経済と乖離する需要が発生することがあ

り、また顧客各社の開発予算・開発スケジュールの変更等で急激に需要が減少することもあります。これらへの対

応次第で在庫リスクとなる可能性があります。

　一方、需要が当社予測を急激かつ大幅に上回り、生産体制が追い付かない場合には、納期遅延による販売機会逸

失の可能性があります。

(5）新製品開発に関するリスク

　当社は高い技術力により開発された最先端の製品とサービスをいち早く提供することで顧客価値の向上に努めて

おりますが、主たる事業領域である高周波事業は技術革新のスピードが速く、顧客製品のライフサイクル、市場変

化や技術革新への対応遅れで、販売機会を失う可能性があります。

　また、開発した新製品が想定に比べて顧客に受け入れられない可能性があります。これらの場合、企業経営に影

響が出る可能性があります。

(6）製品の不具合に関するリスク

　当社は、ISO9001の認証を取得し、製品の設計・開発から製造・サービス・保守に至るまでの一貫した品質管理

を展開していますが、予期していない製品の不具合が発生し、品質・信頼性に係る重大な問題が起こった場合、顧

客への多額の損害賠償金や売上の減少等の影響が出る可能性があります。

(7）災害に関するリスク

　当社は、地震・火災・台風・洪水・火山の噴火をはじめとする災害に対して、ＢＣＰを策定するなどリスクの低

減に努めておりますが、これらの災害が発生した場合、事業活動、特に工場における生産活動に影響を受ける場合

があります。

　これらの災害に対しては企業財産包括保険をかけておりますが、起こり得る全ての事象に対してカバーされてい

るわけではなく、受け取る保険金が十分ではない可能性があります。
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(8）感染症に関するリスク

　当社は、大規模な感染症が発生した場合、当社の事業活動、特に工場における生産活動及び物流の状況に影響を

受ける可能性があります。

(9）製品の供給に関するリスク

　当社は、部材等の安定調達を目指して、取引先との強固な関係構築に努めるとともに、部品調達リスクを速やか

に把握する仕組み作りや、戦略的な部品在庫の確保などの対策を講じておりますが、部品・材料メーカーからの供

給が滞った場合、生産に支障をきたす可能性があります。

(10）少数による管理運営リスク

　当社の取締役会は、取締役４名、監査役１名で行われております。人材の確保及び育成に取り組んでおるものの

現状では代替可能な人材が不足しており、経営陣の突然の退任は、管理運営上のリスクを伴う可能性があります。

(11）特定人物への依存に関するリスク

　当社代表取締役社長である若林佳之助は、当社の経営方針及び事業戦略の立案・遂行等、多岐にわたり当社にお

いて重要な役割を果たしております。

　当社では権限委譲を進めると共に、役員及び幹部社員による情報の共有化等を通じて経営組織の強化を図るな

ど、同氏に過度に依存しない経営体制の整備を進めておりますが、今後何らかの理由により同氏が当社の経営執行

を継続することが困難となった場合、当社の業績に影響を与える可能性があります。

(12）知的財産に関するリスク

　当社は、知的財産権の適正な使用、契約条件の明確化等により紛争の発生を未然に防ぐよう努めておりますが、

技術情報を秘匿するため敢えて特許などの知的財産権を取得していない場合があり、他者が類似製品を製造するこ

とを効果的に防止できない可能性があります。

　また、当社の製造する製品、または使用している技術が他者の知的財産権を侵害しているとされる可能性があり

ます。

(13）情報セキュリティに関するリスク

　当社は、事業活動を行ううえで、顧客及び取引先、株主、従業員などすべての関係者の情報を適切に保護するこ

とが社会的責務であり、また、情報資産が当社グループ及びすべての関係者にとって重要な財産であると認識して

おり、サイバー攻撃に備え、ネットワーク環境の監視や、定期的に従業員への情報セキュリティ教育を行うなどの

セキュリティ対策を実施しておりますが、サイバー攻撃を受けた場合、当社のビジネスに影響を及ぼす可能性があ

ります。

(14）人材に関するリスク

　当社は、従業員100名未満の小規模組織となっております。また、2025年９月末時点での平均年齢は50歳８ヶ月

と高齢化が進んでおります。

　今後の業容拡大に対応するため、人材の確保及び育成を経営上の重要な課題として取り組んでおりますが、人材

の確保が予定どおり進まなかった場合、または人材の流出があった場合は、業務執行体制や内部管理体制が有効に

機能しなくなり、当社の事業展開に支障が生じ、当社の業績にも悪影響を及ぼす可能性があります。

(15）訴訟に関するリスク

　当社は、事業に関わる各種法令を遵守するとともに、知的財産権の適正な使用、契約条件の明確化、相手方との

協議の実施等により紛争の発生を未然に防ぐよう努めています。

　現在当社に重要な影響を及ぼす訴訟等は提起されていません。しかしながら、重大な訴訟等が発生した場合に

は、当社の経営成績及び財政状態に影響をもたらす可能性があります。

(16）繰延税金資産に関するリスク

　当社は、税効果会計を適用し、繰延税金資産を計上しています。

　繰延税金資産の計算は、将来の課税所得に関する見積りを含めた予測等に基づいており、実際の結果が予測と異

なる可能性があります。

　将来の課税所得の見積りに基づく税金負担の軽減効果が得られないと判断された場合、当該繰延税金資産は取り

崩され、当社の財政状態及び経営成績に影響をもたらす可能性があります。
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(17）配当政策に関するリスク

　当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題として認識しており、経営成績及び財政状態を勘案しながら、

株主への利益配当を実現することを基本方針としておりますが、現状は配当を行っておりません。

　今後は、内部留保を積み上げ、将来的な経営成績及び財政状態を勘案しながら、株主への配当を目指していく方

針であります。

(18）担当J-Adviserとの契約の解除に関する事項について

　特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例第102条の定めにより、TOKYO PRO Market上場企業は、東京

証券取引所より認定を受けたいずれかの担当J-Adviserと、株式上場の適格性審査及び株式上場後の上場適格性を

維持するための指導、助言、審査等の各種業務を委託する契約（以下、「J-Adviser契約」とします。）を締結す

る義務があります。本発行者情報公表日時点において、当社がJ-Adviser契約を締結しているのは株式会社日本Ｍ

＆Ａセンター（以下、「同社」とします。）であり、同社とのJ-Adviser契約において当社は、下記の義務の履行

が求められております。下記の義務の履行を怠り、又は契約に違反した場合、相手方は、相当の期間（特段の事情

のない限り１ヶ月）を定めてその義務の履行又は違反の是正を書面で催告し、その催告期間内にその義務の履行又

は違反の是正がなされなかったときは、J-Adviser契約を解除することができる旨の定めがあります。また、上記

にかかわらず、当社及び同社は、両当事者による書面による合意又は相手方に対する１ヶ月前以上の書面による通

知を行うことにより、いつでもJ-Adviser契約を解約することができる旨の定めがあります。当社が同社より上記

の解除にかかる催告期間中において、下記の義務の履行又は違反の是正が果たせない場合、または同社に代わる担

当J-Adviserを確保できない場合は、当社普通株式のTOKYO PRO Market上場廃止につながる可能性があります。

＜J-Adviser契約上の義務＞

・特例に定める上場会社の義務を履行するとともに、同社がJ-Adviserの義務を履行するために必要な協力を行

うこと

・取締役会関係資料、株主総会関係資料、経営管理に関する各種資料、その他同社が必要とする資料等を遅滞な

く提出すること

・必要に応じて特例及び特例施行規則の内容及びその解釈について、同社から指導及び助言を受け、当社はその

指導及び助言に従って行動すること

　また、当社において下記の事象が発生した場合には、同社からの催告無しでJ-Adviser契約を解除することがで

きるものと定められております。

①　債務超過

　当社がその事業年度の末日に債務超過の状態にある場合において、１年以内（審査対象事業年度の末日の翌日

から起算して１年を経過する日（当該１年を経過する日が当社の事業年度の末日に当たらないときは、当該１年

を経過する日の後最初に到来する事業年度の末日）までの期間をいう。以下、本号において同じ。また「２年以

内」も同様。）に債務超過の状態を解消できなかったとき。ただし、当社が法律の規定に基づく再生手続、更生

手続、産業競争力強化法（以下「産競法」という。）に規定する特定認証紛争解決手続に基づく事業再生（当該

手続が実施された場合における産競法に規定する特例の適用を受ける特定調停手続による場合も含む。）又は私

的整理に関するガイドライン研究会による「私的整理に関するガイドライン」（以下、「私的整理に関するガイ

ドライン」という。）に基づく整理を行うことにより、当該１年を経過した日から起算して１年以内に債務超過

の状態を解消することを計画している場合（同社が適当と認める場合に限る。）には、２年以内に債務超過の状

態を解消できなかったとき。

　なお、同社が適当と認める場合に適合するかどうかの審査は、当社が審査対象事業年度に係る決算（上場会社

が連結財務諸表を作成すべき会社である場合には連結会計年度、連結財務諸表を作成すべき会社でない場合には

事業年度に係る決算とする。）の内容を開示するまでの間において、再建計画（本号ただし書に定める１年以内

に債務超過の状態を解消するための経営計画を含む。）を公表している場合を対象とし、当社が提出する当該再

建計画並びに次の(a)及び(b)に定める書面に基づき行うものとする。

(a）次のイからハまでに掲げる場合の区分に従い、当該イからハまでに定める書面

イ　法律の規定に基づく再生手続又は更生手続を行う場合　当該再建計画が、再生計画又は更生計画として裁

判所の認可を得ているものであることを証する書面

ロ　産競法に規定する特定認証紛争解決手続に基づく事業再生（当該手続が実施された場合における産競法に

規定する特例の適用を受ける特定調停手続による場合も含む。）を行う場合　当該再建計画が、当該手続に

したがって成立したものであることを証する書面

ハ　私的整理に関するガイドラインに基づく整理を行う場合　当該再建計画が、当該ガイドラインにしたがっ

て成立したものであることについて債権者が記載した書面

(b）本号ただし書に規定する１年以内に債務超過の状態を解消するための経営計画の前提となった重要な事項等
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が、公認会計士等により検討されたものであることについて当該公認会計士等が記載した書面

②　銀行取引の停止

　当社が発行した手形等が不渡りとなり銀行取引が停止された場合又は停止されることが確実となった場合。

③　破産手続、再生手続又は更生手続

　当社が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続若しくは更生手続を必要とするに至った場合（当社が、

法律に規定する破産手続、再生手続又は更生手続の原因があることにより、破産手続、再生手続又は更生手続を

必要と判断した場合）又はこれに準ずる状態になった場合。なお、これに準ずる状態になった場合とは、次のａ

からｃまでに掲げる場合その他当社が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続又は更生手続を必要とする

に至った場合に準ずる状態になったと同社が認めた場合をいうものとし、当該ａからｃまでに掲げる場合には当

該ａからｃまでに定める日に本号前段に該当するものとして取り扱う。

ａ　当社が債務超過又は支払不能に陥り又は陥るおそれがあるときなどで再建を目的としない法律に基づかない

整理を行う場合　当社から当該整理を行うことについての書面による報告を受けた日

ｂ　当社が、債務超過又は支払不能に陥り又は陥るおそれがあることなどにより事業活動の継続について困難で

ある旨又は断念する旨を取締役会等において決議又は決定した場合であって、事業の全部若しくは大部分の譲

渡又は解散について株主総会又は普通出資者総会に付議することの取締役会の決議を行った場合　当社から当

該事業の譲渡又は解散に関する取締役会の決議についての書面による報告を受けた日（事業の大部分の譲渡の

場合には、当該事業の譲渡が事業の大部分の譲渡であると同社が認めた日）

ｃ　当社が、財政状態の改善のために、債権者による債務の免除又は第三者による債務の引受若しくは弁済に関

する合意を当該債権者又は第三者と行った場合（当該債務の免除の額又は債務の引受若しくは弁済の額が直前

事業年度の末日における債務の総額の100分の10に相当する額以上である場合に限る。）　当社から当該合意

を行ったことについての書面による報告を受けた日

④　前号に該当することとなった場合においても、当社が次のａからｃまでに該当する再建計画の開示を行った場

合には、原則として本契約の解除は行わないものとする。

ａ　次の(a)又は(b)に定める場合に従い、当該(a)又は(b)に定める事項に該当すること。

(a）当社が法律の規定に基づく再生手続又は更生手続を必要とするに至った場合　当該再建計画が、再生計画

又は更生計画として裁判所の認可を得られる見込みがあるものであること。

(b）当社が前号ｃに規定する合意を行った場合　当該再建計画が、前号ｃに規定する債権者又は第三者の合意

を得ているものであること。

ｂ　当該再建計画に次の(a)及び(b)に掲げる事項が記載されていること。

(a）TOKYO PRO Marketに上場する有価証券の全部を消却するものでないこと。

(b）前ａの(a)に規定する見込みがある旨及びその理由又は同(b)に規定する合意がなされていること及びそれ

を証する内容

ｃ　当該再建計画に上場廃止の原因となる事項が記載されているなど公益又は投資者保護の観点から適当でない

と認められるものでないこと。

⑤　事業活動の停止

　当社が事業活動を停止した場合（当社の事業活動が停止されたと同社が認めた場合）又はこれに準ずる状態に

なった場合。なお、これに準ずる状態になった場合とは、次のａからｃまでに掲げる場合その他当社が事業活動

を停止した場合に準ずる状態になった場合と同社が認めた場合をいうものとし、当該ａからｃまでに掲げる場合

には当該ａからｃまでに掲げる日に同号に該当するものとして取り扱う。

ａ　当社が、合併により解散する場合のうち、合併に際して当社の株主に対してその株券等に代わる財産の全部

又は一部として次の(a)又は(b)に該当する株券等を交付する場合は、原則として、合併がその効力を生ずる日

の３日前（休業日を除外する。）の日

(a）TOKYO PRO Marketの上場株券等

(b）特例第132条の規定の適用を受け、速やかにTOKYO PRO Marketに上場される見込みのある株券等

ｂ　当社が、前ａに規定する合併以外の合併により解散する場合は、当社から当該合併に関する株主総会（普通

出資者総会を含む。）の決議についての書面による報告を受けた日（当該合併について株主総会の決議による

承認を要しない場合には、取締役会の決議（委員会設置会社にあっては、執行役の決定を含む。）についての

書面による報告を受けた日）

ｃ　当社が、前ａ及び前ｂに規定する事由以外の事由により解散する場合（本条第３号ｂの規定の適用を受ける

場合を除く。）は、当社から当該解散の原因となる事由が発生した旨の書面による報告を受けた日

⑥　不適当な合併等

　当社が非上場会社の吸収合併又はこれに類するもの（ⅰ　非上場会社を完全子会社とする株式交換、ⅰの２　

非上場会社を子会社とする株式交付、ⅱ　会社分割による非上場会社からの事業の承継、ⅲ　非上場会社からの
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事業の譲受け、ⅳ　会社分割による他の者への事業の承継、ⅴ　他の者への事業の譲渡、ⅵ　非上場会社との業

務上の提携、ⅶ　第三者割当による株式若しくは優先出資の割当て、ⅷ　その他非上場会社の吸収合併又はⅰか

らⅶまでと同等の効果をもたらすと認められる行為）を行った場合に、当社が実質的な存続会社でないと同社が

認めた場合

⑦　支配株主との取引の健全性の毀損

　第三者割当により当社の支配株主（当社の議決権の過半数を直接若しくは間接に保有する者）が異動した場合

（当該割当により交付された募集株式等の転換又は行使により支配株主が異動する見込みがある場合を含む。）

において、支配株主との取引に関する健全性が著しく毀損されていると同社が認めるとき

⑧　発行者情報等の提出遅延

　当社が提出の義務を有する特定証券情報、発行者情報又は有価証券報告書等につき、特例及び法令に定める期

間内に提出しなかった場合で、同社がその遅延理由が適切でないと判断した場合

⑨　虚偽記載又は不適正意見等

　次のａ又はｂに該当する場合

ａ　当社が開示書類等に虚偽記載を行い、かつ、その影響が重大であると同社が認める場合

ｂ　当社の財務諸表等に添付される監査報告書等において、公認会計士等によって、監査報告書については「不

適正意見」又は「意見の表明をしない」旨（天災地変等、上場会社の責めに帰すべからざる事由によるもので

ある場合を除く。）が記載され、かつ、その影響が重大であると同社が認める場合

⑩　法令違反及び上場契約違反等

　当社が重大な法令違反又は特例に関する重大な違反を行った場合

⑪　株式事務代行機関への委託

　当社が株式事務を特例で定める株式事務代行機関に委託しないこととなった場合又は委託しないこととなるこ

とが確実となった場合

⑫　株式の譲渡制限

　当社がTOKYO PRO Marketに上場する株式の譲渡につき制限を行うこととした場合

⑬　完全子会社化

　当社が株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となる場合

⑭　指定振替機関における取扱い

　当社が発行する株券が指定振替機関の振替業における取扱いの対象とならないこととなった場合

⑮　株主の権利の不当な制限

　当社が次のａからｇまでのいずれかに掲げる行為を行っている場合において、株主の権利内容及びその行使が

不当に制限されていると同社が認めた場合その他株主の権利内容及びその行使が不当に制限されていると同社が

認めた場合をいう。

ａ　買収者以外の株主であることを行使又は割当ての条件とする新株予約権を株主割当て等の形で発行する買収

防衛策（以下「ライツプラン」という。）のうち、行使価額が株式の時価より著しく低い新株予約権を導入時

点の株主等に対し割り当てておくものの導入（実質的に買収防衛策の発動の時点の株主に割り当てるために、

導入時点において暫定的に特定の者に割り当てておく場合を除く。）

ｂ　ライツプランのうち、株主総会で取締役の過半数の交代が決議された場合においても、なお廃止又は不発動

とすることができないものの導入

ｃ　拒否権付種類株式のうち、取締役の過半数の選解任その他の重要な事項について種類株主総会の決議を要す

る旨の定めがなされたものの発行に係る決議又は決定（持株会社である当社の主要な事業を行っている子会社

が拒否権付種類株式又は取締役選任権付種類株式を当社以外の者を割当先として発行する場合において、当該

種類株式の発行が当社に対する買収の実現を困難にする方策であると同社が認めるときは、当社が重要な事項

について種類株主総会の決議を要する旨の定めがなされた拒否権付種類株式を発行するものとして取り扱

う。）。

ｄ　TOKYO PRO Marketに上場している株券について、株主総会において議決権を行使することができる事項のう

ち取締役の過半数の選解任その他の重要な事項について制限のある種類の株式への変更に係る決議又は決定。

ｅ　TOKYO PRO Marketに上場している株券より議決権の多い株式（取締役の選解任その他の重要な事項について

株主総会において一個の議決権を行使することができる数の株式に係る剰余金の配当請求権その他の経済的利

益を受ける権利の価額等がTOKYO PRO Marketに上場している株券より低い株式をいう。）の発行に係る決議又

は決定。

ｆ　議決権の比率が300％を超える第三者割当に係る決議又は決定。

ｇ　株主総会における議決権を失う株主が生じることとなる株式併合その他同等の効果をもたらす行為に係る決

議又は決定。

⑯　全部取得
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　当社がTOKYO PRO Marketに上場している株券に係る株式の全部を取得する場合。

⑰　反社会的勢力の関与

　当社が反社会的勢力の関与を受けている事実が判明した場合において、その実態がTOKYO PRO Marketの市場に

対する株主及び投資者の信頼を著しく毀損したと同社が認めるとき。

⑱　その他

　前各号のほか、公益又は投資者保護のため、同社若しくは東京証券取引所が上場廃止を適当と認めた場合。

　このほか、株主総会の特別決議を経て、当社が東京証券取引所へ「上場廃止申請書」を提出した場合にも上場

廃止となります。

　なお、本発行者情報公表日時点において、J-Adviser契約の解約につながる上記の事象は発生しておりませ

ん。

５【重要な契約等】

　該当事項はありません。

６【研究開発活動】

　エレクトロニクス業界の技術進歩に伴い、コネクタ技術面においても「高周波化」「高性能化」「高品質化」「経

済性」への要求が高まっております。

　当社はこれらの要求に答えるべく、各事業において、次のような製品開発を行っております。

(1）高周波事業

　主にミリ波帯を使用する高速通信関連市場向けに、基板搭載型同軸コネクタ・多極同軸コネクタ・低ロスケーブ

ル・ミリ波フレキシブルケーブル・導波管コンポーネント・ＲＦミニモジュール、ＲＦ回路システム等を開発する

とともに、６Ｇを見据え、145GHz用0.8mmコネクタ製造技術・100GHz超の伝送路に関する研究を行っております。

(2）再生可能エネルギー事業

　ソーラー充電モジュールの低ノイズ性能を活かしたＩｏＴ機器への適応技術や、リチウムイオンバッテリー独立

電源システムの開発を行っております。

(3）その他の事業

　デジタルインターフェースでは、マシンビジョン市場・画像利用市場向けの製品開発を行っております。

　機械加工では、高周波事業の高難度部材加工の研究を行っております。

　なお、当社の当事業年度における研究開発費は18百万円であります。

７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、本発行者情報公表日現在において当社が判断したものであります。

(1）重要な会計方針及び見積り

　当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。こ

の財務諸表の作成にあたりまして、経営者による会計上の見積りを必要とします。経営者はこれらの見積りについ

て過去の実績や現状等を総合的に勘案し合理的に判断しておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があ

るため、これらの見積りと異なる場合があります。

　なお、財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重要なものは、「第６【経理の状況】

【財務諸表等】【注記事項】（重要な会計上の見積り）」に記載のとおりでありますが、特に以下の重要な会計方

針の適用が、その作成において用いられる見積りにより、当社の財務諸表に大きな影響を及ぼします。

①　棚卸資産の評価

　当社は、棚卸資産を総平均法による原価法で測定しております。また、営業循環過程から外れて滞留する棚卸

資産については、将来の需要や市場動向を反映して正味売却価額等を算定しております。市場環境が予測より悪

化して正味売却価額が著しく下落した場合には、簿価の切り下げが必要となる可能性があります。

②　繰延税金資産の回収可能性

　繰延税金資産については、「税効果会計に係る会計基準（平成10年10月30日企業会計審議会）」に基づき、認

められる額を計上しております。当社は、繰延税金資産の計上にあたり、今後の事業計画及び将来減算（加算）
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一時差異の解消スケジュール等を基にいわゆるタックス・プランニングを検討し、将来の課税所得等の予測を行

っております。その結果将来実現が困難と判断される繰延税金資産については、評価性引当額を計上しておりま

す。将来の業績及び課税所得実績の変動により、繰延税金資産の計上に重要な影響を及ぼす可能性があります。

③　固定資産の減損

　当社は、収益性の低下や時価の下落といった兆候の見られる固定資産につきましては、減損損失の認識の判定

を行い、必要に応じて減損処理を実施しております。

　将来の収益性の低下や時価の下落等により、これら固定資産の評価に重要な影響を及ぼす可能性があります。

(2）財政状態の分析

（流動資産）

　当事業年度末における流動資産は、前事業年度末に比べ84百万円増加し、625百万円となりました。これは主

に、「現金及び預金」が56百万円、及び「受取手形、電子記録債権及び売掛金」が35百万円増加したことによるも

のであります。

（固定資産）

　当事業年度末における固定資産は、前事業年度末に比べ24百万円減少し、288百万円となりました。これは主

に、「有形固定資産」が25百万円減少したことによるものであります。

（流動負債）

　当事業年度末における流動負債は、前事業年度末に比べ22百万円増加し、185百万円となりました。これは主

に、「賞与引当金」が12百万円、「未払金」が８百万円増加したことによるものであります。

（固定負債）

　当事業年度末における固定負債は、前事業年度末に比べ８百万円増加し、81百万円となりました。これは、「役

員退職慰労引当金」が８百万円増加したことによるものであります。

（純資産）

　当事業年度末における純資産は、前事業年度末と比べ29百万円増加し、647百万円となりました。これは、「当

期純利益」を29百万円計上したことによるものであります。

(3）経営成績の分析

　「１【業績等の概要】(1）業績」をご参照ください。

(4）経営成績に重要な影響を与える要因

　「４【事業等のリスク】」をご参照ください。

(5）キャッシュ・フローの状況の分析

　「１【業績等の概要】(2）キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。

(6）経営者の問題認識と今後の方針について

　「３【対処すべき課題】」に記載のとおりであります。
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・本社 ベクトルネットワークアナライザ測定用備品 ２百万円

・松本工場 金型 ２百万円

・麻績工場 倉庫用エアコン １百万円

第４【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

　当事業年度中に実施いたしました設備投資は総額７百万円です。その主なものは以下のとおりであります。

　当事業年度中に取得した主要設備

（注）当社は電子部品製造販売事業の単一セグメントのため、セグメント別の記載は省略しております。

2025年９月30日現在

事業所名
（所在地）

設備の内容

帳簿価額

従業員数
（人）

建物及び
構築物

（千円）

機械及び装置
（千円）

土地
（千円）

（面積㎡）

その他
（千円）

合計
（千円）

本社

（東京都新宿区）

統括業務施設及び

研究開発施設
7,063 15,433 － 16,114 38,611 30（－）

麻績工場

（長野県東筑摩郡麻績村）
電子部品生産設備 31,318 14,183

30,426

(2,076)
3,457 79,385 23（10）

松本工場

（長野県安曇野市）
電子部品生産設備 75,283 2,100

38,686

(2,448)
589 116,660 15 （３)

事業所名
（所在地）

設備の内容
年間賃借料
（千円）

本社

（東京都

　新宿区）

建物

（事務所）
24,479

２【主要な設備の状況】

　（注）１．当社は電子部品製造販売事業の単一セグメントのため、セグメント別の記載は省略しております。

２．帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品、車両運搬具の合計額であり、建設仮勘定は含んでおり

ません。

３．従業員数の（　）は、臨時雇用者数（パートタイマー、アルバイトを含みます。）を外書しております。

４．上記のうち、主要な賃借している設備として、以下のものがあります。

３【設備の新設、除却等の計画】

　該当事項はありません。
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記名・無記名の
別、額面・無額面
の別及び種類

発行可能株式総数
（株）

未発行株式数
（株）

事業年度末現在発行数
（株）

（2025年９月30日）

公表日現在発行数
（株）

（2025年12月30日）

上場金融商品取引
所名又は登録認可
金融商品取引業協
会名

内容

普通株式 3,680,000 2,760,000 920,000 920,000

東京証券取引所

（TOKYO PRO

　 Market）

単元株式数

100株

計 3,680,000 2,760,000 920,000 920,000 － －

第５【発行者の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

（３）【ＭＳＣＢ等の行使状況等】

　該当事項はありません。

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

年月日
発行済株式総数
増減数（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

2023年１月31日（注） 874,000 920,000 － 23,000 － －

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

　（注）　2023年１月31日付で普通株式１株につき20株の割合で株式分割しております。

2025年９月30日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数100株）
単元未満株
式の状況

（株）
政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の法
人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） － － － 1 － － 1 2 －

所有株式数

（単元）
－ － － 1 － － 9,199 9,200 －

所有株式数の割

合（％）
－ － － 0.01 － － 99.99 100 －

（６）【所有者別状況】

氏名又は名称 住所 所有株式数（株）
株式総数に対する
所有株式数の割合

（％）

若林　佳之助 東京都世田谷区 919,900 99.99

Ｔ　Ｐｌｕｓ株式会社 千葉県船橋市三咲３丁目３－69 100 0.01

計 － 920,000 100.00

（７）【大株主の状況】

　（注）株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。
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2025年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　　920,000 9,200 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 920,000 － －

総株主の議決権 － 9,200 －

（８）【議決権の状況】

①【発行済株式】

②【自己株式等】

　該当事項はありません。

（９）【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

（10）【従業員株式所有制度の内容】

　　　　　　該当事項はありません。

２【自己株式の取得等の状況】

　【株式の種類等】　　該当事項はありません。

　　　（１）【株主総会決議による取得の状況】

　　　　　該当事項はありません。

　　　（２）【取締役会決議による取得の状況】

　　　　　該当事項はありません。

　　　（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

　　　　　該当事項はありません。

　　　（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

　　　　　該当事項はありません。

３【配当政策】

　当社は株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しており、経営基盤の強化、将来の事業展開に必

要な内部留保を確保しつつ、株主への利益配当を実現することを基本方針としております。

　当事業年度の剰余金の配当につきましては、基本方針に則り、総合的に判断した結果、内部留保の充実に重点を置

くことが株主に対する最大の利益還元につながると考え、配当は実施しておりません。

　内部留保資金につきましては、企業体質強化、将来の事業展開資金等に充当しております。

　なお、当社は、中間及び期末に剰余金の配当を行うことが出来る旨を定款に定めております。この剰余金の配当の

決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
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回次 59期 60期 61期

決算年月 2023年９月 2024年９月 2025年９月

最高（円） 706 － －

最低（円） 706 － －

月別 2025年４月 2025年５月 2025年６月 2025年７月 2025年８月 2025年９月

最高（円） － － － － － －

最低（円） － － － － － －

４【株価の推移】

（１）【最近３年間の事業年度別最高・最低株価】

（注）１．最高・最低株価は東京証券取引所（TOKYO PRO Market）におけるものであります。

２．当社株式は、2023年６月２日に東京証券取引所（TOKYO PRO Market）に上場しております。それ以前の

　　株価について該当事項はありません。

３．第60期及び第61期については売買実績がないため記載しておりません。

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

（注）１．最高・最低株価は東京証券取引所（TOKYO PRO Market）におけるものであります。

２．2025年４月から2025年９月について売買実績がないため記載しておりません。
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 報酬
所有株式数

（株）

代表取締役 社長 若林　佳之助
1975年

８月30日

1998年４月 三菱電機（株）入社

（注）２ （注）５ 919,900

2005年10月 当社入社

2007年10月 当社取締役就任

2009年10月 当社専務取締役就任

2011年９月 当社代表取締役社長就任（現任）

取締役 管理部長 山口　哲哉
1971年

９月３日

1996年４月 日産アルティア（株）入社

（注）２ （注）５ －

2001年９月 （株）アルバック入社

2012年９月 当社入社

2021年２月 当社管理部長（現任）

2021年12月 当社取締役就任（現任）

取締役
製造

本部長
石川　憲司

1966年

７月１日

1990年４月 東京エレクトロン（株）入社

（注）２ （注）５ －

2006年４月 東京エレクトロン東北（株）入社

同社パーツセンター長

2015年８月 （株）ディディエス入社

2020年９月 伸和コントロールズ（株）入社

2021年７月 同社サービス統括本部長

2023年10月 当社入社　製造本部付部長

2023年12月 当社製造本部長（現任）

2024年12月 当社取締役就任（現任）

取締役
営業

本部長
安永　純也

1971年

３月２日

1994年４月 株式会社日立製作所入社

（注）３ （注）５ －

2003年４月 株式会社ルネサステクノロジ入社

2006年10月 ソニー株式会社　入社

2019年10月 Sony China Ltd.出向　同社Director

2024年10月 ニデックコンポーネンツ株式会社入社

2025年３月 当社入社　営業本部長（現任）

2025年７月 当社取締役就任（現任）

監査役 － 白木　恒彦
1954年

６月６日

1977年４月 （株）住友銀行

（現（株）三井住友銀行）入行

（注）４ （注）５ －

1997年４月 同行銀座支店長

2001年４月 同行東京第二ブロック長

2002年４月 同行東京営業部長

2005年１月 鉱研工業（株）入社　同執行役員就任

2012年６月 同社常勤監査役就任

2015年６月 同社取締役（監査等委員）就任

2019年６月 同社顧問就任

2021年11月 当社監査役就任（現任）

計 919,900

職名 氏名

営業部長 田口　泰彦

技術部長 福田　裕実

５【役員の状況】

男性　５名　女性　―名（役員のうち女性の比率－％）

　（注）１．監査役白木恒彦は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

２．取締役の任期は、2024年12月20日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度の

うち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

３．取締役の任期は、2025年７月29日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度の

うち最終のものに関する定時株主総会の終結までです。

４．監査役の任期は、2023年１月30日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度の

うち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。

５．2025年９月期における役員報酬の総額は47,385千円を支給しております。

６．当社では、取締役会の一層の活性化を促し、経営効率化の向上を図るために執行役員制度を導入しておりま

す。執行役員は、２名で構成されております。
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

（コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方）

　当社は、コーポレート・ガバナンスを経営の重要課題と位置づけ、経営の効率化、執行機能の強化、コンプ

ライアンス体制の充実を図るべく各種施策に取り組んでおります。現在の株主総会、取締役会、会計監査等の

機能強化の整備を行いつつ、迅速かつ正確な情報開示を実施し、株主をはじめとするステークホルダーへの経

営の透明性を確保しながら、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。

①　企業統治の体制

ａ．企業統治の体制の概要

　当社は、取締役会、監査役を設置するとともに、業務執行の効率化の実現を図ることを目的として、執

行役員制度を導入しております。これら各機関の相互連携により、コーポレート・ガバナンスが有効に機

能すると判断し、現状の企業統治体制を採用しております。

　取締役会は、取締役４名で構成されております。定時取締役会は原則毎月１回開催しており、監査役も

出席し取締役の業務執行を監視しております。

　監査役は取締役会への出席のほか、取締役の意見聴取や資料の閲覧、稟議案件その他の業務及び財産状

況を調査し、内部監査人との連携を十分にとり業務監査に万全を期しております。また、監査法人とも連

携を十分にとり会計監査に万全を期しております。

　執行役員制度については、当社は、戦略的意思決定・監督機能を取締役の役割とする一方、日常的な業

務執行の権限・責任を執行役員に与えることで、双方の機能を強化することを狙いとして、執行役員制度

を導入しており、２名の執行役員がその職務を担っております。執行役員は取締役会により選任され、定

められた分担に従い、業務執行を行っております。執行役員の任期は１年となっております。

ｂ．会社の機関・内部統制の模式図
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役員区分
報酬等の総額

（千円）

報酬等の種類別の総額（千円）
対象となる役
員の員数

（人）基本報酬 賞与
ストックオプ
ション

退職慰労金

取締役

（社外取締役を除く。）
51,223 41,985 － － 9,238 ５

監査役

（社外監査役を除く。）
－ － － － － －

社外役員 5,848 5,400 － － 448 1

ｃ．内部統制システムの整備の状況

　当社は、職務権限規程の遵守により、業務を合理的に分担することで、特定の組織並びに特定の担当者

に業務や権限が集中することを回避し、内部牽制機能が適切に働くよう努めております。

②　内部監査及び監査役監査

　当社の内部監査につきましては、社長直轄の内部監査室を設置し、担当者１名が内部監査業務を担当して

おります。内部監査室は、毎期監査計画を策定し、その監査計画に従って、業務監査及び会計監査を実施す

るとともに、業務の改善に向け具体的な助言・勧告を行っております。また、必要に応じて監査役・監査法

人との連携を図り、効率的な監査の実施に努めております。

　また、監査役監査につきましては、社外監査役１名で実施しております。その状況につきましては、「①　

企業統治の体制　ａ．企業統治の体制の概要」に記載しております。

③　会計監査の状況

　会計監査は、ふじみ監査法人に依頼しており、定期的な会計監査のほか、会計上の課題について随時確認

を行い、適正な会計処理に努めております。

　業務を執行した公認会計士は、以下のとおりであります。

指定社員　業務執行社員　　内田　智

指定社員　業務執行社員　　淡路　洋平

　（注）　継続監査年数は７年を超えておりません。

監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士２名であります。

④　役員の報酬等

ａ．発行者の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

　（注）　上記退職慰労金の額は、役員退職慰労引当金の当期計上分であります。

ｂ．発行者の役員ごとの報酬等の総額等

　報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

ｃ．使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

　該当事項はありません。

ｄ．役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針

　当社の取締役の報酬限度額については、2023年１月30日開催の臨時株主総会において年額60,000千円以

内（但し、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）とし、その配分方法は取締役会一任とする旨

決議されております。

　また、監査役の報酬限度額については、2023年１月30日開催の臨時株主総会において年額5,400千円以

内とする旨決議されております。

⑤　株式の保有状況

　該当事項はありません。

⑥　取締役の定数

　当社の取締役は７名以内、監査役は２名以内とする旨を定款に定めております。
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⑦　取締役及び監査役の選任の決議要件の内容

　当社は、取締役及び監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を

有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。

⑧　中間配当

　当社は株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって毎年３月末日の最終株主名簿に記

載または記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款に定めており

ます。

⑨　自己株式の取得

　当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得できる旨を定

款に定めております。

⑩　株主総会の特別決議要件の内容

　当社は会社法第309条第２項の定めによる決議は定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使する

ことができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定

款に定めております。

⑪　取締役及び監査役の責任免除

　当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できる環境を整備するため、会社法第426条第

１項の規定により、任務を怠った取締役（取締役であったものを含む。）及び監査役（監査役であったもの

を含む。）の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除できる旨を定款に定めてお

ります。

⑫　社外監査役との責任限定契約の内容の概要

　当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償を限定する契約を社外監査

役と締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低限度額としておりま

す。なお、当該責任限定契約が認められるのは、社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意

でかつ重大な過失がないときに限られます。

区分
最近事業年度

監査証明業務に基づく報酬（千円） 非監査業務に基づく報酬（千円）

発行者 7,000 －

（２）【監査報酬の内容等】

①【監査法人に対する報酬の内容】

②【その他重要な報酬の内容】

　該当事項はありません。

③【監査法人の発行者に対する非監査業務の内容】

　該当事項はありません。

④【監査報酬の決定方針】

　当社の事業規模等を勘案して監査報酬額を決定しております。
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第６【経理の状況】

１．財務諸表の作成方法について

(1）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）に基づ

いて作成しております。

(2）当社の財務諸表については、株式会社東京証券取引所の「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例の

施行規則」第116条第３項で認められた会計基準のうち、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して作成しております。

２．監査証明について

　当社は、株式会社東京証券取引所の「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例」第128条第３項の規定

に基づき、当事業年度（2024年10月１日から2025年９月30日まで）の財務諸表について、ふじみ監査法人の監査を受

けております。

３．連結財務諸表について

　当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。
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（単位：千円）

前事業年度
（2024年９月30日）

当事業年度
（2025年９月30日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 188,026 244,822

受取手形 6,916 12,897

電子記録債権 192 9,971

売掛金 155,729 175,786

商品及び製品 29,807 30,723

仕掛品 13,728 15,212

原材料及び貯蔵品 131,503 132,595

前払費用 4,637 5,142

その他 11,712 38

貸倒引当金 △1,302 △1,589

流動資産合計 540,951 625,601

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 121,807 112,524

構築物（純額） 1,531 1,140

機械及び装置（純額） ※３　38,929 ※３　31,717

車両運搬具（純額） 0 0

工具、器具及び備品（純額） ※３　28,691 ※３　20,162

土地 69,113 69,113

有形固定資産合計 ※１　260,074 ※１　234,657

無形固定資産

ソフトウエア 3,713 2,309

無形固定資産合計 3,713 2,309

投資その他の資産

出資金 10 10

差入保証金 4,781 3,177

保険積立金 27,162 28,597

長期前払費用 1,892 1,051

繰延税金資産 14,580 18,356

破産更生債権等 100 100

貸倒引当金 △50 △50

投資その他の資産合計 48,476 51,243

固定資産合計 312,264 288,210

資産合計 853,216 913,811

【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】
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（単位：千円）

前事業年度
（2024年９月30日）

当事業年度
（2025年９月30日）

負債の部

流動負債

買掛金 36,321 36,528

短期借入金 ※２　90,000 ※２　90,000

未払金 24,549 33,171

未払費用 7,078 7,366

未払法人税等 697 697

預り金 4,729 4,831

賞与引当金 － 12,926

流動負債合計 163,376 185,520

固定負債

役員退職慰労引当金 72,647 81,233

固定負債合計 72,647 81,233

負債合計 236,024 266,753

純資産の部

株主資本

資本金 23,000 23,000

利益剰余金

利益準備金 12,500 12,500

その他利益剰余金

別途積立金 83,407 83,407

繰越利益剰余金 498,284 528,150

利益剰余金合計 594,192 624,057

株主資本合計 617,192 647,057

純資産合計 617,192 647,057

負債純資産合計 853,216 913,811
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（単位：千円）

前事業年度
（自　2023年10月１日

　　至　2024年９月30日）

当事業年度
（自　2024年10月１日

　　至　2025年９月30日）

売上高

製品売上高 693,541 834,653

商品売上高 239,474 153,004

売上高合計 933,015 987,658

売上原価

製品売上原価

製品期首棚卸高 12,070 9,325

当期製品製造原価 427,703 421,539

合計 439,773 430,864

製品期末棚卸高 9,325 10,406

製品売上原価 430,448 420,458

商品売上原価

商品期首棚卸高 21,553 20,481

商品仕入高 154,764 105,328

合計 176,317 125,807

商品期末棚卸高 20,481 20,317

商品売上原価 155,836 105,489

売上原価合計 586,284 525,948

売上総利益 346,731 461,709

販売費及び一般管理費 ※１※２　424,551 ※１※２　436,791

営業利益又は営業損失（△） △77,820 24,918

営業外収益

受取利息 6 72

為替差益 － 1,744

補助金収入 10,910 170

スクラップ売却益 827 475

講演料 1,042 900

その他 1,242 30

営業外収益合計 14,028 3,394

営業外費用

支払利息 1,322 1,547

信用保証料 12 －

為替差損 491 －

その他 － 0

営業外費用合計 1,826 1,547

経常利益又は経常損失（△） △65,617 26,764

特別利益

固定資産売却益 ※３　519 ※３　22

特別利益合計 519 22

特別損失

工場移転費用 9,399 －

特別損失合計 9,399 －

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △74,497 26,787

法人税、住民税及び事業税 698 697

法人税等調整額 21,835 △3,776

法人税等合計 22,533 △3,078

当期純利益又は当期純損失（△） △97,031 29,865

②【損益計算書】
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前事業年度

（自2023年10月１日

　　至2024年９月30日）

当事業年度

（自2024年10月１日

　　至2025年９月30日）

区分
注記

番号

金額

（千円）

構成比

（％）

金額

（千円）

構成比

（％）

Ⅰ材料費 186,969 43.7 189,743 44.9

Ⅱ労務費 180,997 42.3 177,160 41.9

Ⅲ経費 ※1 59,958 14.0 56,119 13.2

　当期総製造費用 427,925 100.0 423,022 100.0

　期首仕掛品棚卸高 13,506 13,728

合計 441,432 436,751

　期末仕掛品棚卸高 13,728 15,212

　当期製品製造原価 427,703 421,539

前事業年度

（自2023年10月１日

　　至2024年９月30日）

当事業年度

（自2024年10月１日

　　至2025年９月30日）

外注加工費（千円） 346 30

水道光熱費（千円） 8,797 8,264

修繕費（千円） 5,720 5,562

開発費（千円） 399 2,347

減価償却費（千円） 16,786 15,075

【製造原価明細書】

（注）※１.　主な内訳は、次のとおりであります。

（原価計算の方法）

　当社の原価計算は実際原価による総合原価計算を採用しております。
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（単位：千円）

株主資本

純資産合計
資本金

利益剰余金

株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合
計

別途積立金
繰越利益剰余
金

当期首残高 23,000 12,500 83,407 595,316 691,223 714,223 714,223

当期変動額

当期純損失（△） △97,031 △97,031 △97,031 △97,031

当期変動額合計 － － － △97,031 △97,031 △97,031 △97,031

当期末残高 23,000 12,500 83,407 498,284 594,192 617,192 617,192

（単位：千円）

株主資本

純資産合計
資本金

利益剰余金

株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合
計

別途積立金
繰越利益剰余
金

当期首残高 23,000 12,500 83,407 498,284 594,192 617,192 617,192

当期変動額

当期純利益 29,865 29,865 29,865 29,865

当期変動額合計 － － － 29,865 29,865 29,865 29,865

当期末残高 23,000 12,500 83,407 528,150 624,057 647,057 647,057

③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　2023年10月１日　至　2024年９月30日）

当事業年度（自　2024年10月１日　至　2025年９月30日）
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（単位：千円）

前事業年度
（自　2023年10月１日

　　至　2024年９月30日）

当事業年度
（自　2024年10月１日

　　至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △74,497 26,787

減価償却費 34,684 33,877

敷金償却費 1,600 1,600

賞与引当金の増減額（△は減少） - 12,926

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,568 8,585

貸倒引当金の増減額（△は減少） 45 286

受取利息 △6 △72

支払利息 1,322 1,547

支払保証料 12 －

為替差損益（△は益） △3,524 △9,215

固定資産売却益 △519 △22

売上債権の増減額（△は増加） △5,565 △35,816

棚卸資産の増減額（△は増加） △2,920 △3,491

その他の流動資産の増減額（△は増加） △10,112 11,168

仕入債務の増減額（△は減少） 456 206

その他の流動負債の増減額（△は減少） △20,359 9,011

その他 － 840

小計 △69,815 58,219

利息及び配当金の受取額 6 72

利息及び保証料の支払額 △1,335 △1,547

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 15,972 △697

営業活動によるキャッシュ・フロー △55,172 56,046

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △64,122 △7,056

有形固定資産の売却による収入 520 22

無形固定資産の取得による支出 △2,000 －

差入保証金の返戻による収入 - 3

その他 △999 △1,435

投資活動によるキャッシュ・フロー △66,601 △8,465

財務活動によるキャッシュ・フロー

　短期借入金の純増減額（△は減少） 20,000 －

社債の償還による支出 △4,500 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 15,500 －

現金及び現金同等物に係る換算差額 3,524 9,215

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △102,749 56,796

現金及び現金同等物の期首残高 290,776 188,026

現金及び現金同等物の期末残高 ※　188,026 ※　244,822

④【キャッシュ・フロー計算書】
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１．棚卸資産の評価基準及び評価方法

　主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

を採用しております。

２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

　定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）並び

に2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物　　　　　　　10～38年

機械及び装置、車両運搬具　　２～10年

工具、器具及び備品　　　　　３～10年

(2）無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間（３～５年）に基づいておりま

す。

３．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益としております。

４．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

　債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出に備えて、当事業年度に見合う支給見込額に基づき計上しておりま

す。

(3）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備えて、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。

５．収益及び費用の計上基準

　当社と顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を

充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

　主に高周波同軸コネクタの製造及び販売を行っております。このような商品及び製品の販売については、

製品に対する物理的占有、所有に伴う重大なリスク及び経済価値の顧客への移転状況といった支配の移転に

関する指標を勘案した結果、これらの製品の国内取引については原則として出荷時から顧客による検収まで

の期間が通常の期間であることから、収益認識に関する会計基準に規定の出荷基準等の取扱いを適用し、出

荷基準にて収益を認識しております。

　海外取引については、国際規定に定められた貿易取引条件に基づき、リスク負担が顧客に移転した時に収

益を認識しております。

６．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスク

しか追わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
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（単位：千円）

前事業年度
（2024年９月30日）

当事業年度
（2025年９月30日）

繰延税金資産 14,580 18,356

（重要な会計上の見積り）

１．繰延税金資産の回収可能性

(1）当事業年度の財務諸表に計上した金額

(2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

　繰延税金資産については、将来の事業計画に基づき課税所得を合理的に見積り、回収可能性があると判

断した将来減算一時差異等について繰延税金資産として計上しております。

　課税所得の見積りについては、事業環境等を考慮した事業計画を基礎としておりますが、将来において

課税所得の見積りの基礎となる事業環境等の変化により、課税所得の見積りに変化が生じた場合は、将来

における一時差異等の解消金額や繰延税金資産の計上額が変動する可能性があります。

（未適用の会計基準等）

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号　2024年９月13日　企業会計基準委員会）

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号　2024年９月13日　企業会計基準委

員会）等

（1）概要

　企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全

てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏

まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第

16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、

かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基

準等が公表されました。

　借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイ

ナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産

に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。

（2）適用予定日

　2028年９月期の期首から適用します。

（3）当該会計基準等の適用による影響

　「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中でありま

す。
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前事業年度
（2024年９月30日）

当事業年度
（2025年９月30日）

有形固定資産の減価償却累計額 420,919千円 448,990千円

前事業年度
（2024年９月30日）

当事業年度
（2025年９月30日）

当座貸越極度額 250,000千円 250,000千円

借入実行残高 90,000千円 90,000千円

差引額 160,000千円 160,000千円

前事業年度
（2024年９月30日）

当事業年度
（2025年９月30日）

機械及び装置 58,993千円 58,993千円

工具、器具及び備品 11,210千円 11,210千円

（貸借対照表関係）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

　注．減価償却累計額には減損損失累計額を含んでおります。

※２　当座貸越契約

　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引金融機関２行と当座貸越契約を締結しております。当

座貸越契約に係る借入未実行残高は、次のとおりであります。

※３　圧縮記帳

　国庫補助金等により、固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額及びその内訳は、次のとおりで

あります。

前事業年度
（自　2023年10月１日

至　2024年９月30日）

当事業年度
（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

給料 148,810千円 142,620千円

賞与引当金繰入額 －千円 6,851千円

役員退職慰労引当金繰入額 9,568千円 9,686千円

貸倒引当金繰入額 45千円 286千円

支払手数料 67,046千円 56,497千円

研究開発費 7,654千円 15,666千円

減価償却費 19,497千円 20,402千円

前事業年度
（自　2023年10月１日

至　2024年９月30日）

当事業年度
（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

研究開発費 8,054千円 18,013千円

前事業年度
（自　2023年10月１日
　至　2024年９月30日）

当事業年度
（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

機械及び装置 519千円 －千円

車両運搬具 －千円 22千円

計 519千円 22千円

（損益計算書関係）

※１　販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度23％、当事業年度22％、一般管理費に属する費用の

おおよその割合は前事業年度77％、当事業年度78％であります。

　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

※２　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額は次のとおりであります。

※３　固定資産売却益の内容は次のとおりであります。
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当事業年度期首株
式数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

発行済株式

普通株式 920,000 － － 920,000

合計 920,000 － － 920,000

自己株式

普通株式 － － － －

合計 － － － －

当事業年度期首株
式数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

発行済株式

普通株式 920,000 － － 920,000

合計 920,000 － － 920,000

自己株式

普通株式 － － － －

合計 － － － －

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　2023年10月１日　至　2024年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

　該当事項はありません。

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

　該当事項はありません。

当事業年度（自　2024年10月１日　至　2025年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

　該当事項はありません。

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

　該当事項はありません。

前事業年度
（自　2023年10月１日

至　2024年９月30日）

当事業年度
（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

現金及び預金 188,026千円 244,822千円

現金及び現金同等物 188,026千円 244,822千円

（キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであり

ます。
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区分 前事業年度（千円）

出資金 10

区分 当事業年度（千円）

出資金 10

（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

(1）金融商品に関する取組方針

　当社は、設備投資等を行うために必要な資金を銀行等からの借入及び社債の発行により調達しておりま

す。一時的な余剰資金は、原則として預金等を中心として元本が保証されるか、もしくはそれに準ずる安

定的な運用成果の得られるものを対象としております。

(2）金融商品の内容及びそのリスク

　営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、

海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動による市場リスクに晒されておりま

す。

　営業債務である買掛金は、原則１ヶ月以内の支払期日であります。

　借入の償還日は最長で決算日後５ヶ月以内であります。

(3）金融商品に係るリスク管理体制

①　信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　当社は、営業債権については、管理部門が取引先ごとの期日管理及び残高管理を毎月行うとともに、

回収遅延の恐れのある時は、営業部門と連携し、速やかに適切な措置を講じております。

②　市場リスク（為替や金利変動リスク）の管理

　外貨建ての営業債権債務について、決済期日及び残高を管理するとともに、早期に決済し、残高を抑

えることで為替変動による市場リスクの軽減を図っております。

③　資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

　当社は、社内の各部署からの情報に基づき、管理部門が適時に資金計画を作成・更新するとともに、

手許流動性の維持等により流動性リスクを管理しております。

(4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価の算定においては、変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を採用することに

より、当該価格が変動することもあります。

２．金融商品の時価等に関する事項

前事業年度（2024年９月30日）

　（※１）　現金は注記を省略しており、預金、受取手形、電子記録債権、売掛金、買掛金、未払金、未払法

人税等、短期借入金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略

しております。

　（※２）　市場価格がない株式等で、当該金融商品の貸借対照表計上額

当事業年度（2025年９月30日）

　（※１）　現金は注記を省略しており、預金、受取手形、電子記録債権、売掛金、買掛金、未払金、未払法

人税等、短期借入金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略

しております。

　（※２）　市場価格のない株式等で、当該金融商品の貸借対照表計上額
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１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 188,026 － － －

受取手形 6,916 － － －

電子記録債権 192 － － －

売掛金 155,729 － － －

合計 350,865 － － －

１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 244,822 － － －

受取手形 12,897 － － －

電子記録債権 9,971 － － －

売掛金 175,786 － － －

合計 443,478 － － －

１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

短期借入金 90,000 － － － － －

合計 90,000 － － － － －

１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

短期借入金 90,000 － － － － －

合計 90,000 － － － － －

　（注１）　金銭債権の決算日後の償還予定額

前事業年度（2024年９月30日）

当事業年度（2025年９月30日）

　（注２）　有利子負債の決算日の返済予定額

前事業年度（2024年９月30日）

当事業年度（2025年９月30日）

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル

に分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時

価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算

定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ

れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
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(1）時価で貸借対照表に計上している金融商品

　該当事項はありません。

(2）時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

該当事項はありません。

（有価証券関係）

前事業年度（自　2023年10月１日　至　2024年９月30日）

　該当事項はありません。

当事業年度（自　2024年10月１日　至　2025年９月30日）

　該当事項はありません。

（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は、確定拠出型の制度として中小企業退職金共済制度（中退共）を採用しております。

　当社は、2022年４月に中小企業退職金共済制度（中退共）の一部について確定拠出年金制度へ移行しまし

た。

２．確定拠出制度に係る退職給付費用の額

　当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度（自　2023年10月１日　至　2024年９月30日）15,906千

円、当事業年度（自　2024年10月１日　至　2025年９月30日）15,396千円であります。
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前事業年度
（2024年９月30日）

当事業年度
（2025年９月30日）

繰延税金資産

賞与引当金 －千円 4,471千円

役員退職慰労引当金 25,128千円 28,781千円

減損損失 673千円 300千円

資産除去債務 4,427千円 5,101千円

税務上の繰越欠損金（注） 59,965千円 43,685千円

その他 1,136千円 1,164千円

繰延税金資産小計 91,330千円 83,502千円

税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注） △45,384千円 △25,328千円

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △31,365千円 △39,818千円

評価性引当額小計 △76,750千円 △65,147千円

繰延税金資産計 14,580千円 18,356千円

繰延税金資産の純額 14,580千円 18,356千円

１年以内

（千円)

１年超

２年以内

（千円）

３年超

４年以内

（千円）

４年超

５年以内

（千円）

５年超

（千円）

合計

（千円）

税務上の繰越欠損金

（※１）
14,580 － － － 45,384 59,965

評価性引当額 － － － － △45,384 △45,384

繰延税金資産 14,580 － － － － （※２）14,580

１年以内

（千円)

１年超

２年以内

（千円）

３年超

４年以内

（千円）

４年超

５年以内

（千円）

５年超

（千円）

合計

（千円）

税務上の繰越欠損金

（※１）
－ － － － 43,685 43,685

評価性引当額 － － － － △25,328 △25,328

繰延税金資産 － － － － 18,356 （※２）18,356

（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（注）税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

前事業年度（2024年９月30日）

（※１）税務上の繰越欠損金は法定実効税率を乗じた額であります。

（※２）税務上の繰越欠損金59,965千円（法定実効税率を乗じた額）について、繰延税金資産14,580千円

を計上しております。当該繰延税金資産については、将来の課税所得の見込み等により、回収可

能と判断し評価性引当額を認識しておりません。

当事業年度（2025年９月30日）

（※１）税務上の繰越欠損金は法定実効税率を乗じた額であります。

（※２）税務上の繰越欠損金43,685千円（法定実効税率を乗じた額）について、繰延税金資産18,356千円

を計上しております。当該繰延税金資産については、将来の課税所得の見込み等により、回収可

能と判断し評価性引当額を認識しておりません。
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前事業年度

（2024年９月30日）

当事業年度

（2025年９月30日）

法定実効税率 前事業年度は、税引前当

期純損失のため記載を省

略しております。

34.59%

（調整）

評価性引当額の増減 28.43％

税務上の繰越欠損金 △77.11％

住民税均等割 2.60％

その他 0.00％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 － △11.49％

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因

　　となった主要な項目別の内訳

３．法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

　「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立し、2026

年４月１日以後開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。

　これに伴い、2026年10月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産

については、法定実効税率を34.59％から35.43％に変更しております。

　なお、この変更による影響は軽微であります。

（資産除去債務関係）

前事業年度（自　2023年10月１日　至　2024年９月30日）

　当社は事務所等の不動産賃借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として認識

しております。

　なお、賃借契約に関連する敷金が資産に計上されているため、当該資産除去債務の負債計上に代えて、当該

不動産賃借契約に係る敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の

負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。

当事業年度（自　2024年10月１日　至　2025年９月30日）

　当社は事務所等の不動産賃借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務として認識

しております。

　なお、賃借契約に関連する敷金が資産に計上されているため、当該資産除去債務の負債計上に代えて、当該

不動産賃借契約に係る敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の

負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。
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（単位：千円）

電子部品製造販売事業

主要な財又はサービスのライン

高周波事業 758,122

再生可能エネルギー事業 23,397

その他の事業 151,496

顧客との契約から生じる収益 933,015

外部顧客への売上高 933,015

（単位：千円）

電子部品製造販売事業

主要な財又はサービスのライン

高周波事業 822,932

再生可能エネルギー事業 16,574

その他の事業 148,151

顧客との契約から生じる収益 987,658

外部顧客への売上高 987,658

（単位：千円）

前事業年度 当事業年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 157,273 162,838

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 162,838 198,655

契約負債（期首残高） － －

契約負債（期末残高） － －

（収益認識関係）

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　当社は電子部品製造販売事業の単一セグメントのため、セグメント別の記載は省略しておりますが、顧客

との契約から生じる収益を分解した情報は以下のとおりであります。

前事業年度（自　2023年10月１日　至　2024年９月30日）

当事業年度（自　2024年10月１日　至　2025年９月30日）

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　「（重要な会計方針）５．収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年

度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関す

る情報

(1）契約資産及び契約負債の残高等

　前事業年度及び当事業年度の契約負債残高はありません。

(2）残存履行義務に配分した取引価格

　当初に予想される契約が１年以内の契約のため、記載を省略しております。
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（単位：千円）

高周波事業
再生可能

エネルギー事業
その他の事業 合計

外部顧客への

売上高
758,122 23,397 151,496 933,015

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名 売上高

岡本無線電機株式会社 206,832

アンリツ株式会社 100,020

（単位：千円）

高周波事業
再生可能

エネルギー事業
その他の事業 合計

外部顧客への

売上高
822,932 16,574 148,151 987,658

（単位：千円）

日本 東南アジア 北米 中国 欧州 その他 合計

878,968 46,685 28,611 15,813 12,072 5,506 987,658

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　当社は電子部品製造販売事業の単一セグメントのため、セグメント別の記載は省略しております。

【関連情報】

前事業年度（自　2023年10月１日　至　2024年９月30日）

１．製品及びサービスごとの情報

２．地域ごとの情報

(1）売上高

　本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2）有形固定資産

　本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３．主要な顧客ごとの情報

　（注）　当社は単一セグメントであるため、関連するセグメント名は記載を省略しております。

当事業年度（自　2024年10月１日　至　2025年９月30日）

１．製品及びサービスごとの情報

２．地域ごとの情報

(1）売上高

(2）有形固定資産

　本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
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（単位：千円）

顧客の名称又は氏名 売上高

岡本無線電機株式会社 195,222

３．主要な顧客ごとの情報

　（注）　当社は単一セグメントであるため、関連するセグメント名は記載を省略しております。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

　該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

　該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

　該当事項はありません。

【関連当事者情報】

前事業年度（自　2023年10月１日　至　2024年９月30日）

　該当事項はありません。

当事業年度（自　2024年10月１日　至　2025年９月30日）

　該当事項はありません。

（単位：円）

前事業年度
（自　2023年10月１日

至　2024年９月30日）

当事業年度
（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

１株当たり純資産額 670.86 703.32

１株当たり当期純利益又は

１株当たり当期純損失（△）
△105.46 32.46

前事業年度
（自　2023年10月１日

至　2024年９月30日）

当事業年度
（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

当期純利益又は

当期純損失（△）（千円）
△97,031 29,865

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益又は

当期純損失（△）（千円）
△97,031 29,865

普通株式の期中平均株式数（株） 920,000 920,000

（１株当たり情報）

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、又、前事業年度は1株

当たり当期純損失のため、記載しておりません。

２．１株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失（△）の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
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（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

⑤【附属明細表】

【有価証券明細表】

　該当事項はありません。

（単位：千円）

資産の種類 当期首残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
当期末減価償
却累計額又は
償却累計額

当期償却額
差引当期末残
高

有形固定資産

建物 245,856 － － 245,856 133,332 9,283 112,524

構築物 3,911 － － 3,911 2,770 391 1,140

機械及び装置 274,940 2,400 2,104 275,236 243,518 9,612 31,717

車両運搬具 1,521 － 654 866 866 － 0

工具、器具及び備品 85,650 4,656 1,643 88,664 68,502 13,186 20,162

土地 69,113 － － 69,113 － － 69,113

有形固定資産計 680,993 7,056 4,401 683,648 448,990 32,473 234,657

無形固定資産

ソフトウエア 6,075 － － 6,075 3,765 1,404 2,309

無形固定資産計 6,075 － － 6,075 3,765 1,404 2,309

長期前払費用 2,522 － － 2,522 1,471 840 1,051

・本社 ベクトルネットワークアナライザ測定用備品 2,916千円

・松本工場 金型 2,400千円

・麻績工場 倉庫用エアコン 1,200千円

・本社 サーバー 1,643千円

・麻績工場 シュロニガー同軸ケーブル加工機 1,785千円

・麻績工場 車両 654千円

【有形固定資産等明細表】

　（注）１．「当期末減価償却累計額又は償却累計額」には減損損失累計額849千円を含んでおります。

２．当期増加額の主な内容

３．当期減少額の主な内容

【社債明細表】

該当事項はありません。

区分
当期首残高
（千円）

当期末残高
（千円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 90,000 90,000 1.48 －

合計 90,000 90,000 － －

【借入金等明細表】

　（注）平均利率は期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
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区分
当期首残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（目的使用）

（千円）

当期減少額
（その他）
（千円）

当期末残高
（千円）

貸倒引当金 1,352 1,639 － 1,352 1,639

賞与引当金 － 12,926 － 12,926

役員退職慰労引当金 72,647 9,686 1,101 － 81,233

【引当金明細表】

（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

【資産除去債務明細表】

　資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸契約に関する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金

額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用に計上する方法を採用しているため、該当事項は

ありません。

区分 金額（千円）

現金 165

預金

当座預金 154,511

普通預金 70,824

外貨建普通預金 19,321

小計 244,657

合計 244,822

相手先 金額（千円）

株式会社三誠 8,535

株式会社ユタカ 4,361

合計 12,897

期日別 金額（千円）

2025年10月 1,886

2025年11月 3,121

2025年12月 2,458

2025年１月 5,430

合計 12,897

（２）【主な資産及び負債の内容】

①　流動資産

イ．現金及び預金

ロ．受取手形

相手先別内訳

期日別内訳
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相手先 金額（千円）

長野日本無線株式会社 26,485

岡本無線電機株式会社 26,377

日本航空電子工業株式会社 10,594

アンリツ株式会社 10,519

Keysight Technologies Singapore (Sales) Pte Ltd 9,491

その他 92,319

合計 175,786

当期首残高
（千円）

当期発生高
（千円）

当期回収高
（千円）

当期末残高
（千円）

回収率（％） 滞留期間（日）

(A) (B) (C) (D)
(C)

(A) ＋ (B)
　

× 100

(A) ＋ (D)

２

(B)

365
　

155,729 1,108,151 1,088,093 175,786 86.1 55

区分 金額（千円）

商品（電子部品） 20,317

製品（電子部品） 10,406

合計 30,723

区分 金額（千円）

仕掛品（電子部品） 15,212

合計 15,212

区分 金額（千円）

原材料（電子部品） 118,638

貯蔵品（研究開発用） 13,886

貯蔵品（販促物） 41

貯蔵品（雑品） 28

小計 13,956

合計 132,595

ハ．売掛金

相手先別内訳

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

ニ．商品及び製品

ホ．仕掛品

ヘ．原材料及び貯蔵品
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相手先 金額（千円）

有限会社グローバルネットワークス 6,249

株式会社アーク 4,419

株式会社TONDEN５ 3,300

常木鍍金工業株式会社 2,820

エアロクラートジャパン株式会社 2,571

その他 17,166

合計 36,528

②　流動負債

イ．買掛金

（３）【その他】

　該当事項はありません。
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第７【外国為替相場の推移】
　該当事項はありません。
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事業年度 毎年10月１日から翌年９月30日まで

定時株主総会 毎事業年度の終了後３ヶ月以内

基準日 毎年９月30日

株券の種類 ―

剰余金の配当の基準日 毎年３月31日、毎年９月30日

１単元の株式数 100株

株式の名義書換え

取扱場所 ―

株主名簿管理人 ―

取次所 ―

名義書換手数料 ―

新券交付手数料 ―

単元未満株式の買取り

取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目３番２号

株式会社ＳＭＢＣ信託銀行

株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目３番２号

株式会社ＳＭＢＣ信託銀行

取次所 ―

買取手数料 無料

公告掲載方法

当社の公告方法は、電子公告としております。

ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をするこ

とができない場合は、日本経済新聞に掲載して行うこととしております。

当社の公告掲載ＵＲＬは次のとおりです。

https://www.waka.co.jp/

株主に対する特典 該当事項はありません。

第８【発行者の株式事務の概要】

　（注）当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を有しておりません。

　　　　(１) 会社法第189条第２項各号に掲げる権利

　　　　(２) 取得請求権付株式の取得を請求する権利

　　　　(３) 募集株式又は募集新株予約権の割当てを受ける権利
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第二部【特別情報】

第１【外部専門家の同意】
　該当事項はありません。
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